
別紙４ 

申請時の留意事項 

 

 

１ 見積書に関する共通事項 

・見積書の有効期限は申請日から３か月以内で、金額は消費税込みとしてください。 

・取付費、運搬費、送料等を全て含んだ金額の見積りをお願いします。 

 

２ 家電製品を申請する場合の留意事項 

・リサイクル料金が必要な家電製品（テレビ、エアコン、冷凍庫、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥

機等）の入れ替え時は、リサイクル料金を含んだ金額の見積りをお願いします。 

 

３ 車両を申請する場合の留意事項 

・車両の両サイドに「貴法人名・施設名」と「公益財団法人真柄福祉財団 助成車両」を名入

れする費用を含んだ金額の見積りをお願いします。 

・車種は問いませんが、令和７年度から車体の色は白に限定し、助成車両であることを示す

真柄福祉財団の指定ロゴマーク(色変更不可)を使用してください。名入れする位置や真柄

福祉財団の指定ロゴマークについては、「別紙 12 車両名入れ資料」を参照ください。 

・助成対象は新車のみとし、中古車は対象外です。また、車両購入時の支払い方法は一括払い

とし、リースや分割払いは対象外です。 

・現在所有している車を下取りに出して新車を購入する場合は、下取り査定額及び下取り諸

費用等を全て反映した新車購入金額の見積りをお願いします。なお、下取りに出す車が寄

贈や助成を受けた車両の場合は、寄贈元・助成元の団体にご報告願います。 

・法人で現在所有している全ての車両を施設毎にまとめて、「別紙８ 所有車両一覧表」を作

成、提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施設整備を申請する場合の留意事項 

・建物の平面図に工事内容の概要を記入ください。 

・現在の状況が分かる写真も提出願います。 

参考：助成車両のイメージ 


